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1．英国3 R s研究センター
（National� Centre� for� the�
Replacement,� Refinement�
and�Reduction�of�Animals�in�
Research：NC3Rs）1）

（1）NC3Rs の概要
　2018 年 9 月 5 日、英国 3Rs 研
究センター（NC3Rs）を訪問し、
英国における動物福祉ならびに
動物実験に関する英国一般市民
の見解等について、わが国の現
状と比較検討しながら、意見交
換および情報収集をおこなった。
NC3Rs は、ロンドン市内のユー
ストン・ロードに面したウェル
カム・トラストのギッブス・ビ
ルの中に事務所を構えている。
今回は、Viki Hurst 博士（実験
計画担当）、Samuel Brod 博士（動
物福祉規範担当）、および Kasia 
Makowska 博士（広報担当）の
3 名の科学者が対応してくださ
った（写真 A）。NC3Rs の名称
は、 わ れ わ れ に は、「ARRIVE

（A n i m a l s  i n  R e s e a r c h：
Reporting In Vivo Experiments）
ガイドライン」を作成した機関
としてよく知られている。この
ガイドラインは、動物実験にも
とづく科学論文の再現性を向上
させるために提唱されたもので
あり、これら論文にどのような
情報を記載すべきかのチェック

リストになっている。
　NC3Rs は、英国議会上院の動
物実験に関する専門委員会の報
告書にもとづいて、2004 年に設
立され、動物実験における 3 つ
の R（3Rs）の理念のもと、実験
動物の福祉を推進しており、英
国政府から資金の提供を受けて
いる。そして、英国内外の生命
科学分野の機関と協力しながら
活動している。協力機関には、
大学や製薬企業のみならず、化
学企業、さらには規制当局（英
国内務省など）など、さまざま
な機関が含まれている。
　NC3Rs は、さまざまな領域に
おいて、3Rs を推進するための
研究資金を提供しており、さら
にさまざまな規範や規則等の改
善にもかかわっている。このた
め、多数のガイドライン、出版物、
オンライン情報源を作成し公表
しており、英国実験動物学会や
英国動物技術協会などの学協会
とも密接に連携して活動をおこ
なっている。

（2）NC3Rs の動物実験 / 実験動
物に関する適切な情報の発信
　NC3Rs は、さまざまな方法を
活用して有用な情報を発信して
いる。それらの情報には、科学
者や大学へのものから一般市民
向けのものまでさまざまなもの

が含まれている。それらの多く
は、NC3Rs のウェブサイト、ニ
ュースもしくはブログ、あるい
は出版物などをとおして発信さ
れている。
　ちなみに NC3Rs のウェブサ
イ ト に は、「3Rs の 資 料（3Rs 
resources）」という項目があり、
さまざまな有用な資料を閲覧す
ることができる。また多くのガ
イドラインを作成しており、こ
れらはすべてウェブ上で読んだ
りあるいはダウンロードでき、
誰もが利用することができる。

「ARRIVE ガイドライン」もここ
からダウンロードすることがで
きる。さらにビデオ教材をはじ
め各種教材もあり、きわめて有
用である。すべての資料を列挙
することはできないが、代表的
な資料をいくつか示す。 
・マウスの取り扱い
・採血法
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情報発信の状況
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人）から説明を受ける



LABIO 21  SEP. 202036

イギリスの一般市民への動物実験に関する情報発信の状況

・毒性学における 3Rs
・麻酔に関する e ラーニング
・安楽死処置に関する e ラーニン
グ  
・ 遺 伝 子 改 変 マ ウ ス に お け る
“Refinement”と“Reduction”
　NC3Rs は、各機関（大学を含
む）が動物実験計画書（プロジ
ェクト）を作成する際に、3Rs の
観点から助言を与えるサービス
もおこなっている。場合によっ
ては、各機関の動物実験委員会

（英国においては「動物福祉・倫
理審査委員会“Animal Welfare 
and Eth ica l Review Body”

（AWERB）」とよばれることが
多い）に参加して、直接プロジ
ェクトに関する助言もおこなっ
ている。また NC3Rs は、若い研
究者のために研究資金を提供し、
3Rs に関する研究の促進をはかっ
ている。

（3）NC3Rs の“生命科学研究に
おける動物の使用にかかわる責
任 "
　NC3Rs は、「生命科学研究に
おける動物の使用にかかわる責
任“Responsibility in the use of 
animals in bioscience research”」
を示しているので、簡単に紹介
しておきたい。国の研究資金で
あれ、民間の研究資金であれ、
英国において動物実験を実施す
る場合は、このガイドラインを
遵守しなければならない。
・法律「動物（科学的処置）法 
“ A n i m a l s （ S c i e n t i f i c 
Procedures）Act”（ASPA）」に
従わなければならない。ASPA
に規定された 3 つのライセンス

（本報告書 3（1）参照）を取得し
なければならない。
・実験処置に関して法律上の疑義
が生じたときは、かならず、内
務省査察官の助言を求めなけれ

ばならない。
・研究者のみならず、獣医師や飼
育管理スタッフも動物実験の計
画および実施に関する責任を有
する。
・研究者は、動物実験の実施にあ
たって、3Rs に配慮しなければな
らない。また、そのことを動物
実験計画書に記載しなければな
らない。
・研究者のみならず、獣医師や飼
育管理スタッフも 3Rs の推進に
努めなければならない。
・動物実験委員会は、各機関に
おいて動物の使用を監督する責
任を有する。動物実験委員会は、
動物の福祉に悪影響が及ぼされ
るおそれがあるときは、そのよ
うな状況を改善しなければなら
ない。
・ヒト以外の霊長類、イヌ、ネコ、
またはウマを実験のために使用
する場合は、NC3Rs のガイドラ
イン「生命科学研究における動
物の使用にかかわる責任」に従
わなければならない。また、ヒ
ト以外の霊長類を実験のために
使用するときは、NC3Rs のガイ
ドライン「霊長類の住居、ケア、
および使用」に従わなければな
らない。
・研究者は、動物実験計画書にお
いて、無作為化および盲検化に
ついて記載しなければならない。
・必要に応じて、適切な人道的エ
ンドポイントを定めること。
・英国以外の国と共同研究をおこ
なう場合においても、本ガイド
ラインに従わなければならない。
・動物実験がかかわる論文を投稿
するときは、「ARRIVE ガイドラ
イン」に従うこと。

2．医学実験における動物代替
のための基金（Fund� for� the�

Replacement� of� Animals�
in�Medical� Experiments：
FRAME）2）

　2018 年 8 月 31 日、 わ れ わ れ
は FRAME を訪問し、その活動
などについて情報収集をおこな
った。FRAME は、ロンドンか
ら列車に乗って 2 時間くらいの
イングランド中部の美しい都市
ノッティンガムにある。われわ
れは、ノッティンガム大学医学
部のなかにある FRAME オール
ターナティヴ研究室に Andrew 
Bennett 博士（研究室長、分子
生物学教授）を訪ねた（写真 B）。
　FRAME は、1969 年に設立さ
れた慈善機関であり、国や地方
自治体からの資金提供は受けて
いない。その資金は、すべて個
人または企業などからの寄付や
遺産によって賄われている。そ
の機関名からも容易に想像する
ことができるように、FRAME
が目的とするところは、医学研
究において“Replacement”（動
物を使用しない方法に置き換え
ること、または系統発生的によ
り下位の動物 / 生物を使用する
こと）を推進することである。

“Replacement”を推進すること
に特化した機関ではあるが、動
物実験に反対しているわけでは
ない。動物実験の必要性は認め
つつ、“Replacement”を推進し、

写真B　Andrew Bennett 博士（右
から二人目）と筆者ら（FRAME
研究室にて） 
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いつの日か動物を使用せずに医
学生物学研究ができる日が来る
ことを望んでいる。そして若い
研究者のために研究資金を提供
し、3Rs（特に“Replacement”）
に関する研究の促進をはかって
いる。われわれが訪問した翌年

（2019 年）7 月には、設立 50 周
年を記念したシンポジウムがノ
ッティンガム大学にて開催され
た。
　FRAME は、3Rs の提唱者で
ある William Russell 博士と Rex 
Burch 博 士 ゆ か り の 場 所 と し
てよく知られている。1995 年、
Russell は、FRAME に「Russell 
& Burch ハウス」を開設した。
また、Russell の死後、彼とその
夫人 Claire Russell の膨大な蔵書

（約 25、000 冊）ならびに資料 /
文書はノッティンガム大学に寄
贈され、それらをもとにして、
ノッティンガム大学に「William 
M. S. Russell & Claire Russell ア
ーカイブ」が設立された。
　FRAME は、実験動物を使用
せずに、医学や科学の研究、試
験、教育を実施するための新た
な科学的な方法を開発すること
に焦点を当てている。現在の科
学のレベルにおいては、動物の
使用が必要な場合があるが、そ
のような場合には、FRAME は、

“Reduction”（できるかぎり使
用する動物の数を少なくするこ
と）や“Refinement”（できるか
ぎり苦痛を軽減すること）を支
持している。また FRAME は、
その活動の一環として、学術雑
誌“Alternatives to Laboratory 
Animals”（ATLA）（実験動物の
代替）を隔月に発行している。
　今回のノッティンガム訪問で
は、上記「Russell & Burch ハ
ウス」を訪ねることが大きな目

的であったが、残念ながら財政
的な理由によりすでに閉鎖され、
いまはもうない。他方「William 
M. S. Russell & Claire Russell ア
ーカイブ」は、現在もノッティ
ンガム大学に存続しているが、
われわれがノッティンガム大学
を訪れた日は、たまたま管理担
当者が不在のため視察すること
ができなかった。「次の月曜日で
あれば、案内することができま
す」という Bennett 博士の好意
的な申し出を受けたものの、日
程の調整がつかず、残念ながら
叶わなかった。

3．英国における動物実験
（1）動物実験実施のためのライ
センス
　英国で動物実験を実施するた
めには、「動物（科学的処置）法

（ASPA）」により 3 種類のライ
センスが必要である。すなわち、
個人免許、プロジェクト免許、
ならびに施設認定証である。い
ずれも、内務大臣によって与え
られる。
　個人免許は動物実験を実施す
る者に与えられるライセンスで
あり、その保有者が使用できる
動物種、実施できる実験処置、
実験の実施ができる施設などが
規定されている。個人免許は 5
年ごとに更新しなければならず、
18 歳未満の者には与えられない。
　プロジェクト免許は、実験プ
ロジェクトの統括責任者に与え
られる。この免許には、使用す
ることができる動物種、実施す
ることができる実験処置、実施
することができる施設などが規
定されている。プロジェクト免
許を認可するか否かを決定する
際には、プロジェクト免許に記
載された研究計画の結果として

生じる便益と使用する動物が被
る苦痛（危害）の程度を慎重に
比較検討する（危害便益分析：
harm-benefit analysis）。危害便
益分析においては、次の事項に
ついて考察することが重要であ
る。
・研究の目的が達成される見込み
があること
・新しい知見が得られること
・他の先行研究との関連があるこ
と
・適切な動物モデルの選択
・適切な実験計画
・実験実施者の能力 / 適性
・適切な施設
・3Rs への配慮
　プロジェクト免許は、最長 5
年間有効である。
　施設認定証は、当該動物実験
施設の責任者に与えられる。認
定施設以外では動物実験を実施
することはできない。実験動物
を繁殖や供給する施設にも、施
設認定証が必要である。施設認
定証には有効期限はないが、内
務省の査察官は、定期的に認定
施設を訪問し、当該施設認定証
の条件が遵守されているかを調
査する。
　なお、ASPA のもとでは、保
護の対象となる動物は、ヒト以
外のすべての生きた脊椎動物で
ある。また、この胎仔や幼生も、
妊娠期間または孵化期間の 2/3
以上を経過した時点から保護の
対象となる。ちなみに、わが国
の動物愛護管理法では、保護対
象の動物は、哺乳類、鳥類なら
びに爬虫類のみである。

（2）動物実験に対する英国一般
市民の見解 3）

　 英 国 で は、 一 般 市 民（15 歳
以上の成人）の動物実験意識に
関するアンケート調査が、1999

― 実験動物福祉推進機関NC3Rsと代替法推進機関FRAME ―
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年以来概ね 2 年ごとに調査会社
（Ipsos MORI）に委託されて実
施されている。
　全体としては、代替法のない
医学研究のためであれば、約 2/3

（71%）の人たちが動物実験を
容認している。しかし傾向分析
によると、動物実験を支持する
人の割合は漸減傾向にある。た
とえば、2010 年には、その割合
は 76% であったが、2014 年には
64% に減少し、2016 年にはやや
増加したものの（71%）、2010 年
の割合には戻っていない。
　しかし、多くの人（53%）は、
英国において動物実験に関する
規制法（ASPA）が適切に機能し
ていると考えており、52% の人
たちは、英国の動物実験に関す
る規制法が厳しいものであると
考えている。
　一方、動物実験を全面的に禁
止することを望む人の割合はそ
れほど多くはない（26%）ものの、
動物実験そのものに関心を示す
人の割合（19%）や研究者がおこ
なっている代替法や動物福祉向
上への取り組みに対する一般市
民の認知度（15%）も低下している。
　さらに、2014 年は 79% の人た
ち、そして 2016 年は 74% の人た
ちが代替法の推進を支持してい
る。これらの数値は、これまで
の調査結果と同等である
　動物種によって、動物実験に
対する一般市民の容認度に違い
がみられる。たとえば、マウス、
ラット、ブタを医学研究に使用
することを容認する一般市民の
割合は、それぞれ、47%、48%、
25% であった。
　一般市民の 3Rs の認知度は、
か な り 高 い。“Replacement"、

“Reduction"、“Refinement" につ
いて知っていると回答した一般

市民の割合は、それぞれ、71%、
69%、68% であった。
　科学者が実験動物に不必要な
苦痛を及ぼさないよう努めてい
ると考える一般市民は、40% で
ある。他方、約 1/3（34%）の一
般市民は、科学者はそのような
努力をしていないと考えている。
また、動物実験が規制を受けず
に実施されたり、あるいは不必
要な重複実験が実施されている
と考えている一般市民も少なく
ない（約 20%）。
　動物の権利擁護団体が動物実
験に反対して展開している行動
のなかで、一般市民が容認する
ことができる行動は、手紙を書
く、パンフレットを配布する、
請願書を作成する、あるいは動
物実験反対のステッカーを貼る
ことなどである。大部分の一般
市民は、テロ行為（たとえば、
手紙や自動車に爆弾を仕掛ける
こと）、身体的暴力、所有物の破
壊、いやがらせの手紙、ことば
によるいやがらせなどには賛同
していない。
　我が国においても 2017 年に本
科学研究費研究により一般市民
の動物実験に対する意識調査が
実施され、本誌に報告されてい
るが、動物実験支持の傾向はこ
の英国の調査結果に類似してい
るので参照されたい 4）。

4．おわりに
　最近、英国においては、“Public 
Engagement”（PE）という用語
をよく聞く。日本語には訳しに
くい用語であるが、「一般市民が、
行政や大学などの研究機関と共
同して、公共的なことがらに積極
的に関与・参加すること」とい
う意味であると理解される。そ
のためには、動物実験 / 実験動

物にかぎらず、正しい情報を透
明性をもって、一般市民に発信
することが肝要である。英国の
いくつかの大学では、ウェブ上
に写真や動画を駆使して、動物
施設の内部を公開している。そ
の意味において、英国において
は、今回訪問した“Understanding 
Animal Research”（UAR）のよ
うな機関が重要な役割を果たし
ていることを強く感じた 5）。
　わが国においても、このよう
な動物実験 / 実験動物に関する
適切な情報発信が必要であると
考え、本科学研究費研究班が発
足し、研究成果を発信するため
のウェブサイトを立ち上げたが、
この様な試みが盛んになること
が望まれる 6）。
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